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難　　　易　　　度

最 短 学 習 期 間

中 大 生 人 気 学 部

３級：初級  ２級：中級  １級：上級
３級：1ヶ月 ２級：4ヶ月 
１級：実務経験が必要
商学部・経済学部を中心に

　仕事の内容は、相談者である顧客のライフプランを実現させるために、家計の現状を見直して
問題点を洗い出し、その解決策を提案していくというものです。具体的には、住宅の取得、子供の
教育費、あるいは豊かな老後への準備といった個人生活で直面する支出に対して、適切な預貯金
の運用、保険の見直し、住宅ローンの選択などを提案していくというものです。このように、相談
者である顧客に対して適切なライフプランを提供するために、ファイナンシャル・プランナーには
金融商品、生命保険・損害保険、不動産、税金、年金、住宅ローン等の幅広い知識が要求されます。

活躍のフィールド・就職先
独立開業・一般企業・
銀行・保険業界など

ファイナンシャル・
プランナー

主催団体

受検資格
（いずれかに該当
すればよい）

学科試験の科目

実技試験の選択科目

学科試験

実技試験
試験日程

出題形式

1　級
会協PF本日会協PF本日会究研情事政財融金会協PF本日 金融財政事情研究会 金融財政事情研究会

級　3級　2

・2級FP技能検定の合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
・金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
※実技試験の受検資格は1級の学科試験の合格者または、CFP認定者

資産設計提案業務

実施しない

筆記試験（記述式）2題
9月実施 学科試験： 9月・5月・ 1月実施／実技試験：6月・10月・2月実施 5月・9月・1月実施　　 5月・9月・1月実施 5月・9月・1月実施

口頭試問形式 筆記試験（記述式） 筆記試験、 、験試記筆題5式形例事 事例形式5題３答択一式

基礎編：筆記試験（択一式）
応用編：筆記試験（記述式） 筆記試験 験試記筆）式一択（ （択一式）

資産相談業務 資産設計提案業務

個人資産相談業務
中小事業主資産相談業務
生保顧客資産相談業務
損保顧客資産相談業務
（一科目選択）

個人資産相談業務
保険顧客資産相談業務
（一科目選択）

資産設計提案業務

・日本FP協会認定のAFP認定研修を修了した者
・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
・3級FP技能検定の合格者

特にありません

ライフプランニングと資金計画／リスク管理／金融資産運用／タックスプランニング／不動産／相続・事業承継

問 い 合 わ せ 先

TEL 03-3358-0771
URL：https://www.kinzai.or.jp

一般社団法人 金融財政事情研究会

TEL 03-5403-9700
URL：https://www.jafp.or.jp

NPO法人
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

● 就職だけでなく、社会生活を歩んで
いく上でのスキルとしても最適

ＦＰ資格には国家資格である「１～３級ＦＰ技能士」と民間資格の「ＡＦＰ」・「ＣＦＰ」があります。
の会協ズーナンラプルャシンナイァフ本日人法ＯＰＮと会究研情事政財融金）社一（、は験試

二つの団体が実施する複数指定試験機関方式をとっています。

宅地建物取引士 中級
６ヶ月
全学部

活躍のフィールド・就職先

不動産業界・金融業界などの
一般企業

試 験 科 目 択一式 ●試験時期／例年10月の第3日曜日

受験資格に制限はありません

和
令

７

度
年

受験者数（A） 245,462名 

合格者（B） 45,821名
合格率（B/A） 18.7％

問 い 合 わ せ 先

TEL 03-3435-8181 
URL：https://www.retio.or.jp

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 試験部

権利関係（民法等）　宅建業法　法令上の制限　税法　その他　 計50問

いろいろな業種でニーズがあります！

試験ガイド

難　　　易　　　度
最 短 学 習 期 間
中 大 生 人 気 学 部宅地建物取引士宅地建物取引士

生協取扱
スクール
一覧

ココ
で

合格
！ スクール

宅地建物取引士

生協オリジナルセミナー

通信 通信 通学／通信 通学／通信 通学／通信

クレアール 資格の大原 LEC東京リーガルマインド 資格の学校TAC

生協取扱
スクール
一覧

ココ
で

合格
！ スクール

FP 通信 通学／通信 通学／通信 通学／通信

クレアール 資格の大原 LEC東京リーガルマインド 資格の学校TAC／Wセミナー

宅地建物取引士の3つの独占業務

1　物件に関する重要事項の説明
物件のトラブル回避のために、前もって買主・借主に説明しなければいけない事項を、法律の観点か
ら説明にあたります。例：所有地や売主（借主）の権利、土地建物の用途、電気・ガス等の整備状況等
2　重要事項説明書への記名
重要事項を説明した書面（35条書面）を宅地建物取引士が間違いなく説明したことの証拠とし
て、記名します。宅地建物取引士としての責任を果たしたことの証明となります。
3　契約書への記名
契約の当事者の合意内容を記載した書面（37条書面）の内容に間違いがないことを、宅地建物
取引士が確認したことの証拠として、記名します。

FPFP

     宅建士資格を奨励している企業は、さまざまな業種に及びます。まず、不動産業では法律で事務所に、
業務に従事する者のうち５人に１人の割合で「宅地建物取引士」を置くことを義務づけられています。また、建設業界においても、営業・技術と職種に関係なく
顧客に様々な角度からアドバイスが可能なため、宅地建物取引士は必要とされています。就職先として大学生の間で特に人気の高い金融機関も融資の際に不
動産に担保を設定することが多いことから、宅地建物取引士としての知識を有する資格者は歓迎されています。特に信託銀行は宅地建物の取引を業務の一環
としているので、取引部門には不動産会社と同様５名に１名の割合で専任の宅地建物取引士が必要なのです。

通信

伊藤塾




